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ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
蕃
査
の
構
造

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
法
的
規
制
に
関
し
て
は
、
既
に
国
内
外
に
膨
大
な
文
献
が
存
在
す
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
憲
法
上
の
議
論
は
、

(2
)
 

言
論
の
自
由
に
関
し
て
世
界
で
最
も
多
く
の
研
究
蓄
積
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
で
こ
こ
数
年
や
や
沈
静
化
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
わ
が
国
で
も

(
3
)

（

4
)
 

同
様
の
状
況
に
あ
る
。
わ
が
国
で
は
ア
メ
リ
カ
法
に
依
拠
し
た
規
制
慎
重
論
が
優
勢
だ
と
思
わ
れ
、
学
説
は
こ
れ
以
上
の
積
極
的
議
論
を

(5
)
 

一
方
で
、
と
り
わ
け
法
科
大
学
院
発
足
後
、
わ
が
国
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
型
違
憲
審
査
方
法
論
へ
の
批
判
が
噴
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ま

性
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、

で
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
慎
重
論
の
多
く
が
ア
メ
リ
カ
型
の
審
査
方
法
論
に
依
拠
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
議
論
の
正
当

(6
)
 

ア
メ
リ
カ
型
に
拠
ら
な
く
て
も
同
様
の
議
論
が
可
能
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
の
主
流
の
学
説
に
支
持
さ
れ
て
き
た
、

最
高
裁
の
判
例
法
理
の
内
的
構
造
に
立
ち
入
り
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
を
試
み
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
へ
の
応
用
の
足
が
か
り
を
つ
か
み
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
作
業

(7
)
 

を
経
る
こ
と
で
、
近
時
有
力
な
ド
イ
ツ
型
審
査
方
法
論
と
の
接
合
の
糸
口
も
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

具
体
的
に
は
、

八

ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
探
る
こ

ア
メ
リ
カ
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
を

〈目
的
ー
手
段
〉
関
係
に
分
解
し
、
目
的
・
手
段
審
査
双
方
の
内
的
構
造
を

明
ら
か
に
す
る
。
と
り
わ
け
言
論
の
自
由
の
領
域
で
は
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
言
論
が
生
む
何
ら
か
の
害

悪
を
抑
止
す
る
と
い
う
目
的
で
特
定
の
規
制
手
段
が
と
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
規
制
も

〈目
的
ー
手
段
〉
関
係
で

(8
)
 

把
握
可
能
で
あ
り
、
違
憲
審
査
基
準
・
テ
ス
ト
も
そ
れ
に
対
応
す
る
形
に
還
元
可
能
で
あ
る
。

直
ち
に
は
要
し
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

は

じ

め

に

問

題

の

所

在

（三
九
三）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
恨
重
な
立
場
に
立
つ
連
邦



①
連
邦
最
高
裁
判
例
概
観

規
制
「
手
段
」

ア
メ
リ
カ
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法

の
審
査
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

化
す
る

こ
と
で
あ
る
。
「
手
段
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
害
悪
の
抑
止
・
除
去
と
い
う
政
府
の
目
的
達
成
の
た
め
に
と
ら
れ
る
規
制
手
段
の
こ
と
で

(9
)
 

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
違
憲
審
査
基
準
・
テ
ス
ト
は
、
こ
の
両
方
の
段
階
で
、
他
の
立
憲
民
主
政
諸
国
と
は
異
な
っ
た
利
益
衡
量
を
行
い
、

か
つ
、
事
件
ご
と
の
例
外
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
、
か
な
り
「
硬
質
な
」
審
査
手
法
を
志
向
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

た
だ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
〈
目
的
ー
手
段
〉
関
係
の
部
分
は
他
国
と
構
造
上
同
一
で
あ
り
、
決
し
て
「
異
質
」
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
〈
目
的
ー
手
段
〉
関
係
へ
の
還
元
に
よ
っ
て
、

が
で
き
、
さ
ら
に
、
他
国
の
法
理
（
特
に
ド
イ
ツ
、

い
て
は
わ
が
国
の
法
理
（
目
的
・
手
段
審
査
）

以
下
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
を
簡
単
に
概
観
し
た
上
で

る
。

（三
）
。
具
体
的
に
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
害
悪
の
性
質
と
そ
の
範
疇
化
の
手
法
を
検
討
す
る
。
次
に
、
目
的
に
対
す
る

討
す
る
。
最
後
に
、

ア
メ
リ
カ
の
法
理
の
わ
が
国
へ
の
応
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
の
主
張
を
行
う
（
五
）

。

合
衆
国
憲
法
は
修
正

一
条
で
言
論
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
特
に
内
容
に
基
づ
く
規
制
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
際
の
政
府
の
「
目
的
」
は、

関
法

第
五
九
巻
三
•
四
号

（
二
）
、
規
制
「
目
的
」
審
査
の
内
的
構
造
を
明
確

（三
九
四
）

一
般
に
政
府
が
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
害
悪
を
抑
止
・
除
去
す
る

ア
メ
リ
カ
の
法
理
の
普
遍
的
部
分
と
特
殊
な
部
分
を
明
確
に
す
る
こ
と

カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
欧
州
人
権
裁
判
所
等
で
用
い
ら
れ
て
い
る
比
例
審
査
）
、

(10) 

と
の
共
通
基
盤
を
見
出
す
た
め
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。

（
四
）
。
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
手
段
の
目
的
に
対
す
る
比
例
性
の
意
味
に
つ
い
て
検

八

ひ



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

限
定
さ
れ
た
範
疇
の
言
論
を
硬
質
な
定
義
的
テ
ス
ト
で
例
外
的
に
排
除
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
き
た
。

お
い
て
も
、
同
様
の
枠
糾
み
で
合
憲
性
を
審
査
す
る
と
い
う
の
が
連
邦
最
高
裁
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
。

る
連
邦
最
高
裁
判
例
は
す
で
に
わ
が
国
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
必
要
な
限
り
で
簡
単
に
概
観
し
て
お
く
に
留
め
る
。

ま
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
五
二
年
に
、
今
日
明
ら
か
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
と
し
て
分
類
さ
れ
う
る
言
論
を
規
制
す
る
州
法
を
合
憲

と
し
た
。
人
種
統
合
に
反
対
す
る
組
織
の
長
が
、
「
黒
人
に
よ
る
、
白
人
、
白
人
の
財
産
、
近
隣
関
係
、
身
体
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
侵

犯
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
侵
害
を
や
め
さ
せ
る
」
こ
と
を
請
願
す
る
等
し
て
白
人
の
団
結
を
呼
び
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
的
誹
謗
を

(11
)

（

12) 

禁
止
す
る
イ
リ
ノ
イ
州
法
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る

B
e
a
u
h
a
r
n
a
i
s
v.
 

Illinois
に
お
い
て
、
連
邦

最
高
裁
は
、
名
誉
毀
損
が
そ
も
そ
も
修
正
一
条
の
保
護
の
範
囲
外
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
集
団
的
名
誉
毀
損

(group
libel) 

害
性
ゆ
え
に
規
制
し
て
も
違
憲
と
は
な
ら
な
い
と
し
、
問
題
の
州
法
の
規
制
を
合
憲
と
し
た
。

一
九
七
八
年
に
こ
の
判
決
を
覆
す
か
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。
住
民
の
半
数
以
上
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
占

め
ら
れ
て
い
る
シ
カ
ゴ
郊
外
の
ス
コ
ー
キ
ー
村
に
お
い
て
、

八

ア
メ
リ
カ
国
家
社
会
主
義
党
が
か
ぎ
十
字
の
つ
い
た
米
ナ
チ
党
の
制
服
を
着

て
集
会
・
デ
モ
を
行
う
こ
と
を
計
画
し
、
そ
れ
を
予
告
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た

一
連
の
訴
訟
で
、
連
邦
地
裁
・
控
訴
裁
は
、
当
該

(13) 

村
が
デ
モ
を
封
じ
る
た
め
に
制
定
し
た

一
連
の
条
例
す
べ
て
が
修
正
一
条
に
反
す
る
と
し
た
。
控
訴
裁
が

B
e
a
u
harnais
判
決
の
有
効

性
を
疑
問
視
し
、
連
邦
最
高
裁
内
で
は
判
決
と
の
一
貫
性
を
問
う
ぺ
き
だ
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
裁

(14) 

量
上
訴
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
、
そ
の
後
何
十
年
も
の
間
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
態
度
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

と
こ
ろ
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
関
す

一
九
九
二
年
に
重
要
な
判
決

(15) 

を
下
し
た
。
未
成
年
者
数
名
が
黒
人
家
族
の
家
の
庭
で
、
壊
れ
た
椅
子
の
足
で
作
っ
た
十
字
架
を
燃
や
し
て
条
例
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
た

（
三
九
五）

は
そ
の
有



(16
)
 

と
い
う
事
件
で
あ
る

R
.
A
.
 V
 v
.
 City o
f
 St.
 Paul, 

M
i
n
n
e
s
o
t
a
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
当
該
条
例
の
規
定
を
修
正
一
条
に
反
し

法
廷
意
見
は
ま
ず
、
本
件
条
例
が
修
正

一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
喧
嘩
言
葉
に
限
定
し
て
適
用
さ
れ
て
き
た
と
い

う
州
最
高
裁
に
よ
る
解
釈
を
受
け
入
れ
た
。
そ
の
上
で
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
条
例
が
特
定
の
好
ま
し
く
な
い
話
題
の
み
を
選
び
出
し
て

い
る
た
め
許
容
し
得
な
い
内
容
・
見
解
差
別
と
し
て
厳
格
審
査
の
対
象
に
な
る
と
し
、
結
論
と
し
て
条
例
を
違
憲
と
し
た
。

た
だ
し
、
法
廷
意
見
は
、
内
容
差
別
が
許
容
さ
れ
る
例
外
的
場
合
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
当
該
内
容
差

別
が
、
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
表
現
範
疇
全
体
が
禁
止
さ
れ
る
の
と
同
様
の
理
由
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
許
容

(17
)
 

し
う
る
と
し
て
い
た
。

そ
の
翌
年
の
判
決
で
は
、

い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
規
制
法
に
は

R
.A
.
V. 
判
決
と
同
様
の
論
理
が
及
ば
な
い
こ
と
が
確
認
さ

(18
)
 

れ
て
い
る
。

Wisconsinv• 

Mitchell
は
、
黒
人
の
若
者
数
名
が
、
意
図
的
に
白
人
を
狙
っ
て
白
人
に
暴
行
を
加
え
、
加
重
暴
行
傷
害

(a
g
g
r
a
v
a
t
e
d
 battery) 
の
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
、
罪
を
犯
す
相
手
を
、
人
種
、
宗
教
、
肌
の
色
、

障
害
、
性
的
性
向
、
民
族
的
出
身
、
家
柄
に
基
づ
い
て
意
図
的
に
選
び
出
し
た
場
合
に
刑
を
加
重
す
る
と
規
定
す
る
州
法
に
よ
り
、
被
告

人
に
対
す
る
刑
が
加
重
さ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
身
体
的
な
攻
撃
は
い
く
ら
想
像
を
広
げ
て
も
修
正

一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
表
現

(19
)
 

行
為
で
な
い
と
し
て

R.
A
.
 V. 
判
決
と
事
案
を
区
別
し
、
問
題
の
州
法
を
合
憲
と
し
た
。

(20
)
 

そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
は
十
字
架
焼
却
が
問
題
に
な
っ
た
二
つ
の
事
件
を
併
合
審
理
し
た

Virginia
v
.
 Bl

a
c
k
で
、
明
ら
か
に
ヘ
イ

(21
)
 

ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
一
類
型
で
あ
る
十
字
架
焼
却
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
に
よ
る
規
制
を
、

R
.A
.
V. 
判
決
で
示
さ
れ
た
内
容
差
別
禁
止
原

(22
)
 

則
の
例
外
に
あ
た
り
、
合
憲
と
す
る
判
断
を
示
し
た
。

文
面
上
違
憲
無
効
と
し
た
。

関
法
第
五
九
巻
三
•
四

号

八
四

（三
九
六
）



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

八
五

（三
九
七
）

ハ
ラ

こ
の
事
件
で
最
高
裁
は
、
当
該
規
制
が
、
先
述
し
た

R
.A
.
V
判
決
の
設
け
た
内
容
差
別
禁
止
原
則
の
例
外
に
あ
た
る
と
し
た
。
す

な
わ
ち
、
州
は
十
字
架
焼
却
を
と
り
わ
け
脅
迫
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
規
制
し
た
の
で
あ
り
、
修
正
一
条
の
下
で
禁
止
し
う
る
「
脅
迫
」
と

い
う
言
論
範
疇
全
体
が
禁
止
さ
れ
る
の
と
同
様
の
理
由
で
そ
れ
を
規
制
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
連
邦
最
高
裁
が
職
場
等
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
人
種
主
義
的
発
言
の
類
を
広
く
規
制
し
う
る
と
考
え
て
い
る

(23) 

こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
最
高
裁
は
そ
も
そ
も
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
言
論
を
修
正

一
条
の
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
し
、

(24) 

州
最
高
裁
が
人
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
特
定
の
発
言
の
差
止
請
求
を
認
め
た
こ
と
が
違
憲
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
す
ら
耳
を
貸
さ

(25) 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
連
邦
最
高
裁
の
立
場
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
原
則
と
し
て
、
不
特
定
多
数
に
向
け
ら
れ
た
、
あ

ス
メ
ン
ト
の
規
制
は
原
則
と
し
て
修
正

一
条
の
問
題
に
す
ら
な
ら
な
い
。

②

判
例
の
意
義
と
射
程

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
、

る
い
は
公
的
な
場
で
公
衆
に
向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
は
、
通
常
の
内
容
規
制
禁
止
原
則
の
射
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

(26) 

厳
格
な
審
壺
に
付
す
。
他
方
で
、
特
定
人
に
向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
許
容
し
得
な
い
内
容
差
別
に
至
ら
な
い
限
り
禁
止
し

(27) 

う
る
。
許
容
し
う
る
場
合
と
は
、
規
制
対
象
の
言
論
が
脅
迫
、
喧
嘩
言
葉
等
の
既
に
存
在
す
る
保
護
さ
れ
な
い
言
論
範
疇
に
該
当
し
、
か

(28) 

つ
そ
の
言
論
範
疇
全
体
が
禁
止
さ
れ
る
の
と
同
様
の
理
由
で
規
制
さ
れ
て
い
る
場
合
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
が
立
て
た
一
般
原
則
を
踏
ま
え
、
欧
州
諸
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
等
に
存
在
す
る
不
特
定
多
数
に

向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
は
ア
メ
リ
カ
で
は
違
憲
と
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
他
方
で
、
特
定
人
に
対
す
る
脅
迫
を
、



異
な
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ナ
ダ
、

確
か
に
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
は
際
立
っ
て
お
り
、
そ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

で
も

一
定
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
規
制
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
国
と
同
様
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
害
悪
に

対
し
て
特
定
の
法
的
手
段
を
も
っ
て
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
政
府
目
的

(11
利
益
）

成
に
必
要
か
つ
比
例
し
た
手
段
を
も
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、

〈目
的
ー
手
段
〉
関
係
と
い
う
他
の
諸
国
と
同
様
の

し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
型
の
審
査
手
法
は
、
他
国
と
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
を
原
初
的
な

〈目
的
ー
手
段
〉
関
係
の
形
態
に
還
元
し
、
ど
の
部
分
が
他
の
諸
国
と
共
通
し
て
い
て
、
ど
の
部
分
が

枠
組
み
が
出
発
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
立
場
は
、

第
五
九
巻

三
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四
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九
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人
種
等
を
理
由
に
行
っ
た
場
合
、
刑
事
罰
を
加
重
す
る
こ
と
は
連
邦
・
各
州
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
の
枠
組
み
の
中
で
広
く
行
わ
れ
て
い

(29
)
 

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
民
事
訴
訟
の
提
起
も
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
職
場
で
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
つ
い
て
は
公
民
権
法

第
七
絹
に
基
づ
き
使
用
者
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
各
州
法
に
よ
る
訴
え
も
可
能
で
あ
る
。
大
学

（及
び
高
校
以
下
の
学
校
）

い
て
も
類
似
の
言
論
制
約
が
許
容
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
私
立
大
学
の
言
論
規
則
に
は
原
則
と
し
て
憲
法
上
の
制
限
が
及
ば
な
い
と

(30) 

考
え
ら
れ
て
い
る
。

関
法

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
広
く
規
制
す
る
イ
ギ
リ
ス
、

に
お

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
等
の
欧
州
諸
国
や
、

ヵ(31) 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
の
英
連
邦
諸
国
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
特
殊
」
な
立
場
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。

八
六

ア
メ
リ
カ

に
対
し
て
、
そ
の
目
的
達

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
イ



る
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、

わ
れ
る
。

と
も
い
え
る

一
定
類
型
の
言
論
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
害
悪
の
考
慮
を
排
除
し
た
包
括
的
言
論
保
障
法
理
が
し
ば
し
ば
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
法
理
は
成
立
し
え

(32) 

な
い
と
い
う
の
が
ア
メ
リ
カ
の
多
数
の
見
解
だ
と
思
わ
れ
る
。
意
図
的
な
虚
偽
に
よ
り
公
職
者
の
名
誉
を
毀
損
す
る
こ
と
が
許
容
し
え
な

い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
高
度
に
政
治
的
な
言
論
で
す
ら
、
害
悪
抑
止
の
政
府
利
益
を
常
に
覆
す
範
疇
を
明
確
に
括
り
出
す
こ
と

(33) 

は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
修
正

一
条
の
そ
も
そ
も
の
目
的
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
言
論
は
、
修
正

一
条
に
包
含
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、

害
悪
を
考
慮

(34) 

す
る
ま
で
も
な
く
規
制
さ
れ
る
と
す
る
説
が
多
い
。
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
と
考
え
る
説
が
あ
る
。

た
と
え
ば
職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
的
言
論
の
よ
う
な
、

(35) 

慮
と
は
独
立
し
た
理
由
で
規
制
を
合
憲
と
す
る
余
地
が
あ
る
。
実
際
に
、
先
述
の
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の

一
種

ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
等
）
に
つ
い
て
、
事
実
上
違
憲
審
査
を
拒
ん
で
い
る
よ
う
に
思

(36) 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
多
く
の
場
合
、

言
論
の
自
由
の
基
底
に
あ
る
価
値
と
関
わ
る
こ
と
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
多
く
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
修
正
一
条
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
害
悪
の
緻
密
な
範
疇
化
作
業
が
求
め
ら
れ

ヘ
イ
ト
・

ス
ピ

ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
規
制
す
る
「
目
的
」
は
、
通
常
の
場
合
、

①
 
害
悪
ゆ
え
の
規
制

――-
．
害
悪
の
範
疇
化

八
七

一
定
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
害
悪
へ
の
考

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
「
害
悪
」
を
抑
止
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（三
九
九
）



限
ら
な
い
。
特
に
、
不
特
定
多
数
人
を
標
的
に
す
る
（
あ
る
い
は
標
的
が
十
分
に
特
定
的
で
な
い
）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、

一
段
階
型

一
段
階
型
の
規
制
で
あ
っ
て
も
合
憲
に
な
る
と
は

一
段
階
型
の
害
悪
を
生
む
言
論
は
、
明

②
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ラ
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・
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を
満
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ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
も
た
ら
す
害
悪
は
多
様
で
あ
る
が
、
従
来
こ
の
文
脈
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
た
、
犠
牲
者
が
特
定
的
か
ど
う
か

と
い
う
区
分
論
に
加
え
、

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
い
う
、
害
悪
の
一
段
階
型

(
o
n
e
'
s
t
e
p
h
a
r
m
s
)
 

(37) 

区
分
論
の
参
照
が
有
用
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、

害
悪
の
二
類
型

関
法

と
二
段
階
型

(
t
w
o
,
 
s
t
e
p
 h
a
r
m
s
)
 
の

一
段
階
型
の
害
悪
と
は
、
話
者
が
発
す
る
言
葉
が
、
第
三
者
を
媒
介
す

る
こ
と
な
く
直
接
被
害
者
に
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
二
段
階
型
の
害
悪
と
は
、
話
者
の
言
葉
が
聞
き
手
に
伝
わ
り
、
そ
の
聞
き
手
に

よ
る
何
ら
か
の
理
解
を
経
た
後
、
何
者
か
に
加
え
ら
れ
る
も
の
を
指
す
。

こ
の
説
明
か
ら
す
る
と
、
面
前
で
他
者
を
攻
撃
す
る
言
論
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
は
典
型
的
な
一
段
階
型
で
あ
り
、
煽
動
や
教
唆
の

よ
う
な
害
悪
を
誘
発
す
る
言
論
等
は
典
型
的
な
二
段
階
型
で
あ
る
と
い
え
る
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
も
こ
の
二
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
脅
迫
や
侮
辱
に
該
当
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
典
型
的
な
一
段
階
型
の
害
悪
を
生
み
、
第
三
者
の
暴
力
を
誘
発
す
る
よ
う

(38) 

な
煽
動
的
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
二
段
階
型
の
害
悪
を
生
む
と
い
え
る
。

ス
コ
ー
キ
ー
事
件
、

R
.
A
.
V
事
件
を
前
提
に
す
る
と
、
連
邦
最
高
裁
が
、
原
則
と
し
て

よ
う
な
例
外
的
な
場
面
を
除
い
て
）
二
段
階
型
の
害
悪
を
生
む
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
規
制
を
認
め
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

他
方
で
、

R
.A
.
V. 
判
決
、

B
l
a
c
k
判
決
、

M
i
t
c
h
e
l
l
判
決
を
前
提
に
す
る
と
、
最
高
裁
は
、

確
に
範
疇
化
さ
れ
て
い
る
限
り
規
制
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

ス
コ
ー
キ
ー
事
件
に
お
け
る
言
論
が
一
段
階
型
の
害
悪
を
生
む

こ
と
が
予
想
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
規
制
し
え
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
、

R
.A
.
V
判
決
に
お
い
て
十
字
架
焼
却
と
い
う
同
じ
く

一
段
階

型
の
害
悪
を
生
む
言
論
の
規
制
が
許
容
し
え
な
い
内
容
差
別
だ
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

ー、
T

、

j

j

 



ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

の
害
悪
を
生
む
場
合
で
も
規
制
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
立
憲
民
主
政
諸
国
と
同
様
、

加
え
て
、

八
九

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
害
悪
の
処
理
と
し
て
、

言
論
と
そ
の
対
抗
利
益
を
等
価
的
な
も
の
と
考
え
、
事
件
ご
と
に
等
価
値
的
衡
量

ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
よ
う
な
手
法
は
と
ら
れ
ず
、
言

(39
)
 

論
の
保
障
を
原
則
と
し
つ
つ
、
例
外
的
に
対
抗
利
益
を
考
慮
す
る
と
い
う
衡
量
手
法
が
と
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
事
件
ご
と
の
衡
量
で
は
な
く
、
事
前
の
範
疇
化
に
よ
る
衡
量
が
な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
予
測
可
能

性
を
保
障
し
、
裁
判
官
の
恣
意
を
排
除
す
る
た
め
に
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
次
の
よ
う
な
典
味
深
い
説

明
を
付
加
し
て
い
る
。
合
衆
国
憲
法
の
言
論
の
自
由
の
規
定
は
、
言
論
の
保
護
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
背
景
に
あ
る
諸
価

値
を
実
現
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
個
々
の
言
論
ご
と
に
規
制
の
可
否
の
検
討
を
行
う
と
き
、
当
該
言
論
の
生
む
害
悪
を
阻

止
す
る
利
益
の
ほ
う
が
、
修
正
一
条
の
背
景
の
価
値
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
起
こ
り
う
る
。
そ
こ
で
、
事
件
ご
と
の
衡
量
ア

(40) 

プ
ロ
ー
チ
で
は
言
論
の
自
由
の
憲
法
的
保
障
が
無
意
味
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
。
確
か
に
、

規
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
言
論
の
自
由
は
常
に
対
抗
利
益
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
う
る
も
の
と
な
り
、
極
め
て
不
安
定
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
場
合
に
も
言
論
保
障
を
推
定
し
、
そ
の
例
外
を
事
前
に
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
画
定
す

る
と
い
う
方
法
論
を
と
る
。
R
.A
.
V. 
判
決
や

Black
判
決
に
よ
る
と
、
内
容
差
別
禁
止
原
則
を
前
提
に
、
害
悪
が
明
確
に
範
疇
化
さ
れ

て
い
る
場
合
に
の
み
規
制
の
合
憲
性
を
認
め
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
通
常
の
内
容
規
制
に
用
い
ら
れ
る
厳
格
な
審
査
基
準
を
適
用
す
る
と
い

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
、

を
え
な
い
だ
ろ
う
。

③

範
疇
化
手
法

（四
0

1

)
 

一
定
範
疇
の
言
論
保
障
の
あ
り
方
を
事
前
に
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連
邦
最
高
裁
の
判
例
上
、
以
上
の
害
悪
の
範
疇
化
は
、
言
論
の
自
由
を
保
障
す
る
根
拠
（
目
的
、
価
値
）
を
考
慮
し
つ
つ
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
害
悪
及
び
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
の
範
疇
化
の
誤
差
が
許
容
さ
れ
る
か

(41
)
 

だ
け
の
立
証
強
度
が
要
求
さ
れ
る
か
）
は
保
障
根
拠
と
の
関
連
性
に
依
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
を
前
提
に
す
れ
ば
、
言
論
の
自
由
の
保
障
根
拠
の
一
っ
と
し
て
の
民
主
政
の
実
効
的
運
営
の
確
保
に
関
わ
る
、
公
共
の
場
で
の
、

公
的
議
論
を
提
起
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
よ
ほ
ど
重
大
な
害
悪
を
立
証
で
き
な
い
限
り
、
保
障
に
値
す
る
こ
と

に
な
る
。
逆
に
、
言
論
の
自
由
の
保
障
根
拠
と
関
係
が
薄
い
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
そ
の
害
悪
・
因
果
関
係
が
多
少
不
明
確
で
も
規
制

(42) 

を
許
容
す
る
余
地
が
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
判
例
の
流
れ
か
ら
は
こ
の
こ
と
が
十
分
に
推
測
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
、
不
特
定
多
数
（
あ
る
い
は
特
定
の
小
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
に
向
け
ら
れ
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
連
邦
最

高
裁
の
判
例
上
、
公
共
的
価
値
が
あ
る
が
ゆ
え
に
規
制
し
え
な
い
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
職
場
で
の
人
種
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
よ
う
な
、
専
ら
特
定
人
を
侮
辱
す
る
こ
と
だ
け
を
目
的
に
し
た
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
は
、
ほ
と
ん
ど
言
論
と
し
て
の
価
値
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
容
易
に
規
制
し
う
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
 

ロ
論
の
自
由
保
障
根
拠
と
害
悪

う
手
法
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

関
法
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ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
壺
の
構
造

お
り
、
事
件
ご
と
の
柔
軟
な
考
慮
を
許
さ
な
い
。

な
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る

さ
ら
に
、
範
疇
化
の
「
硬
度
」
（
事
件
ご
と
の
例
外
取
り
扱
い
が
い
か
に
許
容
さ
れ
る
ぺ
き
か
）

九
の
設
定
を
別
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ

一
般
に
、
硬
度
が
高
い
ほ
ど
、
裁
判
所
の
事
件
ご
と
の
裁
量
の
余
地
は
狭
く
な
り
、
予
見
可
能
性
、
他
機
関
へ
の
指
導
機
能
は
高
ま

る
が
、
事
件
ご
と
の
緻
密
な
判
断
、
結
論
の
正
確
性
は
む
し
ろ
犠
牲
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。(43) 

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
、
概
し
て
硬
度
の
高
い
審
査
方
法
論
を
用
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
し
て

も
、
同
様
に
硬
質
な
審
査
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
R
.A
・
<
判
決
で
確
認
さ
れ
た
と
お
り
、
内
容
規
制
／
内
容
中
立
的
規
制
二
分
論
が
こ

こ
で
も
貫
徹
さ
れ
る
し
、
内
容
規
制
の
う
ち
、
主
題
・
見
解
規
制
が
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
厳
格
な
審
壺
に
服
す
る
。
ま
た
、

B
l
a
c
k
判
決
で

確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
害
悪
が
明
確
に
範
疇
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
規
制
の
対
象
に
な
り
う
る
が
、

R
.A
.
V
判
決
や

B
K品
判
決
に

よ
る
と
、
喧
嘩
言
葉
や
脅
迫
の
よ
う
な
既
存
の
保
護
さ
れ
な
い
言
論
範
疇
に
収
ま
ら
な
い
限
り
、
通
常
の
内
容
規
制
に
用
い
ら
れ
る
厳
格

以
上
で
整
理
し
た
ア
メ
リ
カ
の
法
理
を
ま
と
め
よ
う
。
第
一
に
、

う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
原
則
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
害
悪
が
一
段
階
型
の
場
合
で
、
し
か
も
犠
牲
者

が
特
定
的
な
場
合
の
み
で
あ
る
。
第
三
に
、
言
論
の
保
障
が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
て
言
論
の
有
害
性
を
立
証
す
る
と
い

う
方
法
が
と
ら
れ
、
か
つ
有
害
な
言
論
を
事
前
に
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
画
定
す
る
範
疇
化
手
法
が
と
ら
れ
る
。
第
四
に
、
害
悪
ゆ
え
に
規
制

を
行
う
際
に
は
、
言
論
の
自
由
保
障
根
拠
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
第
五
に
、
範
疇
化
の
硬
度
が
か
な
り
高
く
設
定
さ
れ
て

る
。

⑤
範
疇
化
の
硬
度

（
そ
の
意
味
で
、
個
々
の
事
件
で
の
言
論
の
有
害
性
判
断
に
は
限
界
が
あ
る
）
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
を
理
由
に
規
制
を
行

（四

0
三）



こ
れ
ま
で
、

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
多
く
の
国
に
お
い
て
、

論
者
を
援
用
し
て
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
五
九
巻
三
•
四
号

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
の
利
益
と
コ
ス
ト
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
規

あ
た
っ
て
は
、
特
に
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
法
理
に
特
有
の
性
質
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

（四
0
四）

こ
の
う
ち
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
の
法
理
を
特
殊
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
特
に
第
二
、
第
五
の
二
点
だ
と
思
わ

(44
)

（

45
)
 

れ
る
。
前
者
は
実
体
的
な
次
元
、
後
者
は
形
式
的
な
次
元
の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
わ
が
国
へ
の
応
用
を
検
討
す
る
に

害
悪
の
範
疇
化
が
な
さ
れ
た
場
合
、
規
制
手
段
が
そ
れ
に
比
例
し
て
い
る
か
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
の
審
査
基
準
論
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
審
査
基
準
の
段
階
に
応
じ
て
規
制
手
段
の
比
例
性
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。

通
常
の
「
厳
格
審
査
ー
中
間
審
査
ー
合
理
性
審
査
」
と
い
う
三
段
階
の
区
分
に
よ
れ
ば
、
求
め
ら
れ
る
比
例
性
は
こ
の
段
階
に
応
じ
て

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
他
、
名
誉
毀
損
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
の
規
制
し
う
る
言

論
範
疇
の
場
合
に
は
、
求
め
ら
れ
る
比
例
性
は
こ
の
よ
う
な
基
準
に
あ
て
は
め
る
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
比
例
性
に
つ
い
て
、
既
存
の
研
究
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
こ
こ
で
は
若
干
の

ま
ず
、
こ
の
「
比
例
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
①
規
制
を
行
う
時
点
で
の
害
悪
と
規
制
手
段
の
比
例
性
に
加
え
、
②
規
制
が
設
け

(46) 

ら
れ
た
後
の
規
制
利
益
と
規
制
に
よ
る
コ
ス
ト
の
均
衡
と
い
う
二
つ
が
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
確
か
に
、
規
制
制
定
の
際
に
比
例
性

（
①
の
意
味
の
比
例
性
）
が
満
た
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
運
用
過
程
で
比
例
性
（
②
の
意
味
の
比
例
性
）
が
満
た
さ
れ
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
規
制
は
目
的
を
達
成
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

関
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要
求
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

制
の
利
益
と
し
て
は
、
害
悪
の
除
去
・
矯
正
、
規
制
の
象
徴
的
機
能
等
が
論
じ
ら
れ
、
規
制
の
コ
ス
ト
と
し
て
は
規
制
の
濫
用
、
規
制
の

(47) 

逆
効
果
、
保
障
さ
れ
る
言
論
へ
の
萎
縮
効
果
等
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
規
制
の
費
用
便
益
は
、
規
制
の
運
用
に
お
い
て
比
例

性
が
保
た
れ
て
い
る
か
を
実
証
的
に
検
証
す
る
際
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、

ア
メ
リ
カ
で
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
求
め
ら
れ
る
比
例
性
の
厳
密
度
は
言
論
の
自
由
保
障
根
拠
に
依
存

た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
で
公
民
権
法
第
七
編
に
基
づ
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
訴
訟
が
か
な
り
の
萎
縮
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
主
張
が

(48
)
 

な
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
、
同
法
に
よ
っ
て
人
種
的
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該
当
す
る
言
論
を
訴
え
の
対
象
に
す
る

(49) 

こ
と
が
、
修
正
一
条
の
問
題
と
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
法
に
よ
る
脅
迫
罪
の
刑
罰
加

重
規
定
の
よ
う
な
、
事
実
上
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
が
各
州
に
数
多
く
存
在
し
、
萎
縮
効
果
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
問
題
に
は
し
て
い
な
い
。

他
方
、
連
邦
最
高
裁
が
、

ス
コ
ー
キ
ー
事
件
に
お
け
る
三
つ
の
条
例
が
す
べ
て
違
憲
に
さ
れ
た
こ
と
を
是
認
し
た
こ
と
、

R
.A
.
V
判

決
で
規
制
を
主
題
・
見
解
差
別
だ
と
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
保
障
根
拠
と
関
わ
る
言
論
に
ま
で
規
制
が
及
ぶ
場
合
、
厳
密
な
比
例
性
を

結
局
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
、
二
つ
の
意
味
の
比
例
性
を
要
求
し
、
特
に
言
論
の
自
由
保
障
根
拠
と
関
わ
る
場
合
に
は
高
度
の
比

例
性
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
求
め
ら
れ
る
比
例
性
の
度
合
い
に
関
し
て
は
、

ヘ
イ
ト
・

ス
ピ

ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

九

ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性
が
際
立

っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

比
例
審
壺
の
構
造
自
体
は
、
欧
州
・
英
連
邦
諸
国
等
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（四

0
五
）



い
な
い
か
が
問
わ
れ
る
。

第

一
に、

目
的
審
査
に
お
い
て
は
、

第
五
九
巻
三
•
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十
分
に
重
大
な
害
悪
が
、

明
確
に
範
疇
化
さ
れ
て
い
る
か
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
、

か
つ
他
国

極
め
て
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
内
容
規
制
禁
止
原
則
の
例
外
範
疇
と
し
て
、
規
制
し
う
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
範
疇
を
狭
く
か
つ
厳
密
に

設
定
す
る
ア
メ
リ
カ
の
法
制
は
、
世
界
的
に
み
れ
ば
な
お
例
外
的
に
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
寛
大
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
言
論
の

自
由
の
保
障
根
拠
の
考
慮
が
求
め
ら
れ
る
点
、
等
価
値
的
利
益
衡
量
が
許
容
さ
れ
な
い
点
、
害
悪
の
範
疇
化
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

点
、
比
例
性
が
要
求
さ
れ
る
点
、

ル
ー
ル
帰
結
主
義
的
な
比
例
性
の
検
討
が
要
求
さ
れ
る
点
、
比
例
性
判
断
に
お
い
て
も
保
障
根
拠
の
考

(50
)
 

慮
が
求
め
ら
れ
る
点
は
、
日
本
国
憲
法
ニ

―
条
か
ら
も
導
き
出
せ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(51
)
 

わ
が
国
の
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
係
る
目
的
・
手
段
審
査
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
稿
で
述
べ
た
一
段
階
型
・
ニ
段

階
型
の
害
悪
区
分
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
例
を
参
照
し
つ
つ
、
線
引
き
が
明
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
言
論
の
自
由
保
障
根
拠
に
そ
ぐ
わ

な
い
規
制
を
し
て
い
な
い
か
、
保
障
さ
れ
る
言
論
に
規
制
が
及
ん
で
い
な
い
か
、
萎
縮
効
果
や
恣
意
的
運
用
を
も
た
ら
す
線
引
き
を
し
て

第
二
に
、
手
段
審
査
に
お
い
て
は
、
範
疇
化
さ
れ
た
害
悪
を
軽
減
・
除
去
す
る
た
め
に
、
十
分
に
限
定
さ
れ
た
効
果
的
措
置
が
と
ら
れ

て
い
る
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
言
論
の
自
由
保
障
根
拠
が
考
慮
さ
れ
、
保
障
さ
れ
る
言
論
に
規
制
が
及
ん
で
い
な
い
か
、
萎
縮
効
果

や
恣
意
的
運
用
を
も
た
ら
す
線
引
き
を
し
て
い
な
い
か
が
問
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
規
定
の
制
定
以
後
の
運
用
を
踏
ま
え
、

規
制
利
益
が
十
分
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
、

関
法
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り

に

コ
ス
ト
が
利
益
を
上
回
っ
て
い
な
い
か
が
実
証
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

九
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ア
メ
リ
カ
的
方
法
論
は
、
二
段
階
型
の
害
悪
を
生
む
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
限
り
、
日
本
で
も
通
用

(52) 

し
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
害
悪
を
明
確
に
範
疇
化
す
る
こ
と
、
比
例
性
を
保
っ
た
規
制
を
制
定
す
る
こ
と
が
い
ず
れ
も

(53) 

困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
、
特
定
個
人
を
狙
っ
た
脅
迫
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
超
え
て
、
特
定
の
小
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
向
け
ら
れ
た
ヘ

イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
も
一
段
階
型
の
害
悪
（
精
神
的
衝
撃
、
苦
痛
、
恐
怖
感
等
）
を
生
む
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
規
制
を
行
う
余
地
が
な

い
と
直
ち
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
標
的
が
十
分
に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
対
抗
言
論
を
持
ち
出

す
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
犠
牲
者
を
保
護
す
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
を
も
考
え
る
と
、
規
制
で
き
な
い
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
だ
ろ

た
だ
し
、
日
本
に
お
け
る
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
概
念
の
不
明
確
性
、
そ
れ
に
対
す
る
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
生
む
害
悪
の
不
明
確
性
、

比
例
性
確
保
の
困
難
（
特
に
過
度
の
萎
縮
効
果
が
生
じ
る
危
険
性
）
、
適
正
な
立
法
を
実
現
す
る
こ
と
の
政
治
的
困
難
、
表
現
規
制
以
外

の
多
様
な
手
段
の
存
在
等
か
ら
、
日
本
で
は
合
憲
性
の
範
囲
を
超
え
た
規
制
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
、

九
五

い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
合
憲
性
を
通
過
す
る
規
制
手
法
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
一
段
階
型
に
限
定
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の

範
囲
を
絞
り
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

゜
ニつ

(l
)

国
内
の
文
献
と
し
て
は
、
内
野
正
幸
『
差
別
的
表
現
』
（有
斐
閣
、

一
九
九

0
)
、
市
川
正
人
『
表
現
の
自
由
の
法
理
』
三
七
頁
以
下

（日
本
評

論
社
、
二

0
0
三
）
、
阪
口
正
二
郎
「
表
現
の
自
由
を
め
ぐ
る
『
普
通
の
国
家
』
と
『
特
殊
な
国
家
』

合
衆
国
に
お
け
る
表
現
の
自
由
法
理

の
動
揺
の
含
意
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
網
『
20
世
紀
シ
ス
テ
ム
5
国
家
の
夕
名
様
性
と
市
場
』
＾
三
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一

九
九
八
）
、
同
「
合
衆
国
表
現
の
自
由
理
論
の
現
在
(
-
)
ー
（
二
）
表
現
の
自
由
の
二

0
世
紀
シ
ス
テ
ム
の
動
揺
？
」
社
会
科
学
研

究
（
東
京
大
学
）
四
六
巻

一
号
五

一
頁

(
-
九
九
四
）
、
四
七
巻

一
号
二

0
一
頁
(
-
九
九
五
）
、
安
西
文
雄
「
ヘ
イ
ト
・
ス
ビ
ー
チ
規
制
と
表
現

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

（四
0
七）

一
段
階
型
に
つ
い
て
も
や
は
り
高
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ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

九
七

(
K
a
t
h
a
r
i
n
e
 G
e
l
b
e
r
 a
n
d
 A
d
r
i
e
n
n
e
 S
t
o
n
e
 e
d
., 
2
0
0
7
)

が
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
諸
国
を
含
め
た
複
数
の
国
を
扱
う
最
近
の
重
要
な
業
績
と

し
て
、

E
X
T
R
E
M
E
S
P
E
E
C
H
 A
N
D
 D
E
M
O
C
R
A
C
Y
 (
I
v
a
n
 H
a
r
e
 &
 J
a
m
e
s
 W
e
i
n
s
t
e
i
n
 e
d
., 
2
0
0
9
)

が
本
字
9
。

(
2
)
派
生
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
論
文
は
数
多
い
が
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
問
題
に
直
接
切
り
込
む
業
績
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で
も

重
要
な
論
者
に
よ
る
論
考
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
新
た
な
理
論
の
展
開
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

(
3
)
二

0
0
五
年
以
降
の
憲
法
学
の
主
要
業
績
と
し
て
は
、
前
掲
註
(
l
)
木
下
、
志
田
、
梶
原
、
榎
、
藤
井
論
文
が
あ
る
。
他
分
野
に
お
け
る
も
の

と
し
て
は
、
藤
野
寛
・
斉
藤
純

一
編

『
表
現
の

〈リ
ミ
ッ
ト
〉』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二

0
0
五
）
の

一
、
三
、
六
章
の
各
論
稿
、
伊
藤
高
史

『
「
表
現
の
自
由
」
の
社
会
学
表
現
の
自
由
と
管
理
社
会
を
め
ぐ
る
分
析
』
（
八
千
代
出
版
、
二

0
0
六
）
、
江
口
聡
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
に
対
す
る
言
語
行
為
論
ア
プ
ロ
ー
チ
」
現
代
社
会
研
究
科
論
集

一
号
二
三
頁
（
二

0
0
七
）
等
参
照
。

(
4
)
ア
メ
リ
カ
的
な
規
制
消
極
論
を
明
示
的
に
と
る
こ
と
を
主
張
す
る
論
者
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
持
す
る
と
思
わ
れ
る
論
者
は
か
な
り
多
い
。
横

田
耕

一
「
人
種
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
国
憲
法
表
現
規
制
に
つ
い
て
」
樋
口
陽

一
他
絹
『
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
現
代
立
憲
主
義

の
展
開
（
上
）
』
七
三
六
ー
七
三
七
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
九
三
）
、
同
「
『
差
別
表
現
』
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
七
五

号
五
九
頁
(
-
九
九
四
）
、
松
井
茂
記
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
』
[
第
四
版
]

―
六
五
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二

O
O
八
)
参
照
o

そ
の
他
ヽ

註
(
l
)
に
掲
げ
た
、
市
川
、
長
峯
、
阪
口
、
榎
、
木
下
論
文
等
参
照
。

(
5
)
と
り
わ
け
公
法
研
究
七

一
号
の
各
論
考
参
照
。

(6
)
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
型
審
査
方
法
論
の
直
輸
入
を
正
当
化
し
う
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
必
要
性
は
生
じ
な
い
。
本
稿
は
こ
の

よ
う
な
前
提
は
と
り
え
な
い
と
仮
定
し
て
議
論
を
進
め
た
い
。

(
7
)
ド
イ
ツ
型
審
査
手
法
の
導
入
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
る
日
本
の
判
例
の
読
解
の
試
み
と
し
て
、
石
川
健
治
「
憲
法
解
釈
学
に
お
け
る
「
議
論
の

蓄
積
志
向
」
」
法
律
時
報
九

一
九
号
六

0
頁
（
二

0
0
二
）
、
渡
辺
康
行
「
「
思
想
・
良
心
の
自
由
」
と
「
国
家
の
信
条
的
中
立
性
」

(
-
)

「
君
が
代
」
訴
訟
に
関
す
る
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
動
向
か
ら
」
法
政
研
究
七
三
巻

一
号
（
二

0
0
六
）
、
小
山
剛
『
「
憲
法
上
の
権
利
」
の

作
法
』
（
尚
学
社
、
二

0
0
九
）
、
松
本
和
彦
「
基
本
的
人
権
の
「
保
護
領
域
」
」
『
論
点
探
究
憲
法
』
九
四
i

二
2
四
頁
（
弘
文
社
、

二
0
0

五
）
等
参
照
。

(
8
)

ア
メ
リ
カ
の
審
査
基
準
論
を
利
益
衡
量
の
一
種
と
見
る
、
阪
口
正
二
郎
「
違
憲
審
査
基
準
の
二
つ
の
機
能
憲
法
と
理
由
」
法
律
時
報
八
〇

巻

―
一
号
七
0
頁
（
二

0
0
八
）
参
照
。

（四
0
九）
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第
五
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巻
―

―
-
•
四
号

S
e
e
 i
d
.
 
a
t
 3
8
7
.
 

5
0
8
 U
.
S
.
 4

7
6
 (
1
9
9
3
)
.
 

S
e
e
 i
d., 
a
t
 4
8
4
.
 

5
3
8
 U
・
S
.
 3

4
3
 (
2
0
0
3
)
.
 

「
い
か
な
る
者
も
、
あ
る
人
や
あ
る
集
団
を
脅
す

(
i
n
t
i
m
i
d
a
t
e
)

（四

一
0
)

こ
と
を
意
図
し
て
、
他
者
の
不
動
産
、
公
道
、
そ
の
他
の
公
的
場
所
に
お
い

(9
)

こ
の
よ
う
な
目
的
・
手
段
審
査
の
整
理
に
つ
い
て
、
浦
部
法
穂
『
憲
法
学
教
室
』

か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

(10)

本
稿
で
は
あ
く
ま
で
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
問
題
に
限
定
し
た
誠
論
を
展
開
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
審
査
基
準
論

一
般
へ
の
含
意

を
持
ち
う
る
。

(11
)
 
Ill
.
 

C
r
i
m
.
 C

o
d
e
,
 Ill
.
 

R
e
v
.
 S

t
a
t
., 

C

h
.
 3

8
,
 D

i
v
.
 1
,
 §

4
7
1
 (
1
9
4
9
)
 (
r
e
p
e
a
l
e
d
 
1
9
6
1
)
.
 

こ
の
辻
i
佳
i

の
2
2
4
a

冬
木
は
ナ
{
の
よ
r

つ
に
年
況
念
↑
し
て
い

た
。
「
い
か
な
る
人
、
会
社
も
、
こ
の
州
に
お
け
る
い
か
な
る
公
共
の
場
に
お
い
て
も
、
特
定
の
人
種
、
肌
の
色
の
、
あ
る
い
は
特
定
の
信
条
、

宗
教
を
奉
じ
る
あ
る
階
級
の
市
民
が
堕
落
し
て
い
る
、
罪
を
犯
し
や
す
い
、
不
貞
で
あ
る
、
徳
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
リ

ト
グ
ラ
フ
、
動
画
、
演
劇
、
ス
ケ

ッ
チ
を
、
製
造
、
販
売
、
販
売
目
的
で
提
供
、
広
告
、
公
刊
、
贈
与
、
展
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
人
種
、

肌
の
色
の
、
あ
る
い
は
特
定
の
信
条
、
宗
教
を
奉
じ
る
市
民
を
、
侮
辱
、
あ
ざ
け
り
、
汚
名
に
さ
ら
し
た
り
、
平
穏
侵
害
や
暴
動
を
生
み
出
し
た

場
合
に
は
違
法
と
さ
れ
る
。」

(12
)
 3
4
3
 U
.
 S
.
 2

5
0
 (
1
9
5
2
)
.
 

(13
)
 C
o
l
l
i
n
 v
.
 S

m
i
t
h
,
 4

4
7
 F
.
 
S
u
p
p
.
 6

7
6
,
 6

9
3ー

9
8
(
1
9
7
8
)
;
 C

o
l
l
i
n
 v
.
 S

m
i
t
h
,
 5

7
8
 F
.
 

2
d
 1
1
9
7
,
 1

2
0
4
 (
7
t
h
 C
i
r
., 
1
9
7
8
)
.
 

(14
)
 S
m
i
t
h
 v
.
 C

o
l
l
i
n
,
 4

3
6
 U
.
S
.
 9

5
3
 (
1
9
7
8
)
.
 

(15
)

訴
追
の
根
拠
と
な
っ
た
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
公
的
・
私
的
財
産
の
上
に
、
燃
え
る
十
字
架
や
ナ
チ
ス
の
か
ぎ
十
字
等
の
象
徴
、
物

体
、
名
称
を
示
す
も
の
、
特
徴
を
示
す
も
の
、
落
書
き
を
置
く
者
は
、
そ
れ
ら
が
、
人
種
、
肌
の
色
、
信
条
、
宗
教
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ゆ
え
に
、

怒
り
、
恐
怖
、
憤
慨
を
生
じ
さ
せ
る
と
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
知
る
べ
き
合
理
的
根
拠
が
あ
る
場
合
、
無
秩
序
な
行
為
を
犯
し
た
も
の
と
さ
れ
、

軽
罪
で
罰
せ
ら
れ
る
。」
S
t
.
P
a
u
l
,
 M

i
n
n
., 
L
e
g
i
s
.
 C

o
d
e
 2
9
2
.
 0

2
 (
1
9
9
0
)
.
 

(16
)
 5
0
5
 U
.
S
.
 3

7
7
 (
1
9
9
2
)
.
 

(18
)
 

(19
)
 

(20) 

穴
王
訂
第
二
版
]

八
五
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、

二
0
0
六）

九
八
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刈
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心
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V
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.
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o
d
e
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n
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2
-
4
2
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戸
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岸
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i
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吾
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ぐ
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⇒
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ぼ
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See Harris v. 
Forklift Sys., 

5
1
0
 U
.
S
.
 17 (1993). 

See a
徊

R
i
c
h
a
r
d
H
.
 Fallon, 

JR., 
S
e
x
u
a
l
 Harassment, 

Content Neutrality,
 

a
n
d
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m
e
n
d
m
e
n
t
 D
o
g
 T
h
a
t
 Didn't Bark, 1994 SUP. CT. R

E
V
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 1. 

ば
）

See Aguilar v. 
A
v
i
s
 R
e
n
t
 A

 C
a
r
 System, Inc., 

21 Cal. 4th 121 (1999). 

ぼ
）

See A
 vis 

R
e
n
t
 A

 C
a
r
 System, Inc

.
 v. 
O
s
c
a
r
 Aguilar, 5

2
9
 U
.
 S. 

1138 (2000). 

ぼ
）

栄
祟
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J
{
l
r
-
<
n
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サ
ー
詈
ま
ヒ
全
ふ
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と

廷
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ふ
全

や
母

l-0
0

（芯
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See Virginia v
.

 Black, 5
3
8
 U
.
 S. 

3
4
3
 (2003)
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}
収
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拳
国
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苓
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寄
ぐ

叫
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字
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 {} 
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Q
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＇
禁
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J
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菜
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知
Il図
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.
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 Paul, 5
0
5
 U

.
S
.

 377 (1992); 
Virginia v. 

Black, 5
3
8
 U. S. 

3
4
3
 (2003). 

ぼ
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See 
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A
M
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S
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J
A
C
O
B
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A
N
D
 
K
I
M
B
E
R
L
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P
O
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E
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A
T
E
 
C
R
I
M
E
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C
R
I
M
I
N
A
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A
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I
D
E
N
T
I
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Y
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(1998); 

F
R
E
D
E
R
I
C
K
 M
.
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A
W
R
E
N
C
E
,
 P

U
N
ISHING H

A
T
E
:
 B
I
A
S
 C
R
I
M
E
S
 U
N
D
E
R
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M
E
R
I
C
A
N
 L

A
W
 (1999). 

艇
心
＇
浣
薯
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.
L
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)
ド
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翌
捕
担
造
］
寝
玉
坦
叫
~
Q
臣
翠
屯
；
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T
h
e
Journal of A

m
e
r
i
c
a
n
 a
n
d
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a
n
a
d
i
a
n
 Studies 
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翠
叶
箋
）
，
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,
pp. 

7
7
-
9
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 (2000) $
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D
e
f
e
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c
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e
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M
a
t
t
h
e
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h
e
p
a
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n
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m
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t
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r
i
m
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a
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d
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o
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a
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枷
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産
~
K
i
n
g
s
l
e
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r
o
w
n
e
,
 
Title 

V
I
I
 as Censorship: 

H
o
s
t
i
l
e
-
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
 a
n
d
 the First A

m
e
n
d
m
e
n
t
,
 5
2
 

O
H
I
O
 ST. L. J. 

4
8
1
 (1991); 

Jules B. Gerard, 
T
h
e
 First A

m
e
n
d
m
e
n
t
 in a

 Hostile E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
:
 A

 P
r
i
m
e
r
 o
n
 Free Speech a

n
d
 

S
e
x
u
a
l
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
,
 6
8
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O
T
R
E
 D
A
M
E
 L. 

R
E
V
.
 1003 (1993); 

E
u
g
e
n
e
 V
o
l
o
k
h
,
 F

r
e
e
d
o
m
 o
f
 Speech a

n
d
 W
o
r
k
p
l
a
c
e
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
,
 

3
9
 
U
C
L
A
 L. 

R
E
V
.
 
1791 

(1992); 
H
o
w
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
 L

a
w
 Restricts 

Free 
Speech, 

4
7
 
R
U
T
G
E
R
S
 L. 

R
E
V
.
 
5
6
3
 
(1995); 

W
h
a
t
 

S
p
e
e
c
h
 
D
o
e
s
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W
o
r
k
 E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
"
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
 L

a
w
 Restrict?, 

8
5
 
G
E
O
.
 
L. 

J. 
6
2
7
 (1997); 

M
a
r
c
y
 Strauss, 

Sexist 

S
p
e
e
c
h
 in 

the 
Workplace, 2

5
 H
A
R
V
.
 C. R.-C. L. 

L. 
R
E
V
.
 1

 (1990); 
A
m
y
 H
o
r
t
o
n
,
 C

o
m
m
e
n
t
,
 O

f
 Supervision, 

Centerfolds, a
n
d
 

Censorship: S
e
x
u
a
l
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
,
 
the 

First A
m
e
n
d
m
e
n
t
,
 a

n
d
 the 

Contours o
f
 Title 

VII, 
4
6
 U
.
 M

I
A
M
I
 L. 

R
E
V
.
 4
0
3
 (1991); 

Fallon, 
Jr., 

supra note 2
3
;
 
Jessica 

M
.
 Karner, 

Political Speech, 
S
e
x
u
a
l
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
,
 
a
n
d
 a

 C
a
p
t
i
v
e
 
Workforce, 

8
3
 C

A
L
 L. 

R
E
V
.
 6
3
7
 (1995); 

L
i
n
d
a
 S. 

G
r
e
e
n
e
,
 S

e
x
u
a
l
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
 L

a
w
 a
n
d
 the First A

m
e
n
d
m
e
n
t
,
 71 CHI.-KEfl:T L. 

R
E
V
.
 7
2
9
 (1995); 

J
u
a
n
 F. 

Perea, S
t
r
a
n
g
e
 Fruit: 

H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
 a
n
d
 the First A

m
e
n
d
m
e
n
t
,
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9
 U. C. 

D
A
V
I
S
 L. 

R
E
V
.
 8
7
5
 (1996); 

D
a
v
i
d
 B
e
n
j
a
m
i
n
 

O
p
p
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
W
o
r
k
p
l
a
c
e
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a
r
a
s
s
m
e
n
t
 a

n
d
 the 

First A
m
e
n
d
m
e
n
t
:
 A

 R
e
p
l
y
 to 

Professor 
Volokh, 

17 
B
E
R
K
E
L
E
Y
 J. 

E
M
P
.

 &
 

L
A
B
.
 L. 

3
2
1
 (1996). 

米
支
＄
サ
ギ
，ヽ

゜
(

K
旦

将
七

心
瞑

吾
旦

0
:
C
,
¥
J
竺

T
I
M
O
T
H
Y
C. 

SHIELL, C
A
M
P
U
S
 H
A
T
E
 S
P
E
E
C
H
 O

N
 T
R
I
A
L
 (2nd. 

ed., 
2009); 

J
O
N
 

G
O
U
L
D
,
 S
P
E
E
K
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o
 EV
I
L
:
 
T
H
E
 T
R
I
U
M
P
H
 O
F
 H
A
T
E
 S
P
E
E
C
H
 R
E
G
U
L
A
T
I
O
N
 (2005)

魯
皆゚

は
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溢
ロ
・
淀
聡
垢
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一
）
「
砥
聡

Qffil
モ

如
函
vt-0

『
卦
皿
唄
e
囲
悩
』

4
『
器
索
終
回
悩
』
」
摘
産

゜

啜
）

幸
語
「

-rrn[l]
塩

担
~
Q
坦
国
〈
e
器
睾
e
組
報
旦
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函
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拙
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．
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忙
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塁

晨
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＇
坦
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゜
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匡
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緑
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l
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Frederick Schauer, 
Speech-ing o

f
 S
e
x
u
a
l
 H
a
r
a
s
s
m
e
n
t
,
 in 

D
I
R
E
C
T
I
O
N
S
 IN 

S
E
X
U
A
L
 H
A
R
A
S
S
M
E
N
T
 L

A
W
 (Catharine M

a
c
K
i
n
-

n
o
n
 &

 R
e
v
a
 Siegel eds., 

2004)
.

 See also G
R
E
E
N
A
W
A
L
T
,
 s
u
p
r
a
 note 1, 

at 48-49, 90. 

（為）
See e.g., 

P
O
S
T
,
 s
u
p
r
a
 note 1, 

at 
3
0
3
-
2
3
;
 
S
U
N
S
T
E
I
N
,
 s
u
p
r
a
 note 1, 

at 
163; 

G
R
E
E
N
A
W
A
L
T
,
 s
u
p
r
a
 note 1, 

at 
90. 



(42) 

(41) 

(40) 

(39) 

(37) 

(38) 
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
蕃
査
の
構
造

S
e
e
 L
A
R
R
Y
 A
L
E
X
A
N
D
E
R
,
 Is T

H
E
R
E
 A
 R
I
G
H
T
 O
F
 F
R
E
E
D
O
M
 O
F
 E
X
P
R
E
S
S
I
O
N
 ?
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.
 

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
文
脈
で
は
、
犠
牲
者
が
個
人
か
集
団
か
、
特
定
人
か
不
特
定
人
か
と
い
う
区
別
も
頻
繁
に
な
さ
れ
て
き
た
が
、

の
区
別
は

一
段
階
／
二
段
階
型
の
区
別
論
と
は
次
元
が
異
な
る
。
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e
e
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r
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 S
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 C
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r
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 o
f
 R
i
g
h
ts,
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 G
A
.
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E
V
.
 

4
1
5
 (
1
9
9
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;
 
E
u
g
e
n
e
 V
o
l
o
k
h
,
 Fr

e
e
d
o
m
 o
f
 S
p
e
e
c
h
 a
n
d
 t
h
e
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o
n
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u
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i
o
n
a
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e
n
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i
o
n
 M
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U. o
f
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I
.
 R
O
U
N
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B
L
E
 

2
2
3
 (
1
9
9
6
)
.
 

¥
0
 

S
e
e
 F
r
e
d
e
r
i
c
k
 S
c
h
a
u
e
r
,
 W

h
o
 D
e
c
i
d
e
s,
 in D

E
M
O
C
R
A
C
Y
 A
N
D
 T
H
E
 M
A
S
S
 M
E
D
I
A
 2
0
8
 (
J
u
d
i
t
h
 L
i
c
h
t
e
n
b
e
r
g
 e
d
., 
1
9
9
0
)
.
 

S
e
e
 also 

A
L
E
X
A
N
D
E
R
,
 su

p
r
a
 n
o
t
e
 3
7
,
 a

t
 1
8
7
.
 

こ
h
は
、
予
曲
叩
可
生
脚
性
の
欠
如
等
の
、
事
件
ご
と
の
衡
量
を
批
判
す
る
従
来
の
広
く
見
ら
れ
た
見
解
よ

り
も
、
原
理
的
に
踏
み
込
ん
だ
範
疇
化
擁
護
論
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
範
疇
化
に
つ
い
て
極
め
て
精
緻
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け

S
c
h
a
u
e
r
,
 Ca

t
e
g
o
r
i
e
s
 a
n
d
 t
h
e
 First A
m
e
n
d
m
e
n
t
:
 A
 P
l
a
y
 i
n
 
T
h
r
e
e
 A
c
t
s,
 34
 V
A
N
D
.
 L. 

R
E
V
.
 26
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(1982)~ 

昭

腐

士

61-l
'
シ
ャ
ウ

ア
ー
理
論
の
全
体
像
の
紹
介
と
し
て
、
拙
稿
「
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
ウ
ア
ー
合
衆
国
憲
法
解
釈
に
お
け
る
ル
ー
ル
の
意
義
」
駒
村
圭

吾
組
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
群
像
』
（
尚
学
社
、
近
刊
）
所
収
参
照
。

「
価
値
の
低
い
言
論

(
l
o
w
v
a
l
u
e
 s
p
e
e
c
h
)
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
価
値
が
低
い
」
と
い
う
こ
と
の
意
味

を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
憲
法
学
者
は
、
言
論
価
値
が
低
い
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
は
、
明
ら

か
に
修
正

一
条
の
目
的
と
は
無
関
係
で
、
そ
の
範
囲
外
に
あ
る
言
論
を
除
い
て
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
第
二
に
、
あ
る
言
論
が
害
悪
を

生
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
「
価
値
が
低
い
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
実
際
に
は
言
論
の
害
悪
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
「
価
値
の
低
い
言
論
」
と
い
う
独
立
の
範
疇
を
設
け
る
意
味
が
無
い
。
事
実
、
ア
メ
リ
カ
の
論
者
は
こ
の
よ
う
な
用
法
を
と

っ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
あ
る
言
論
が
害
悪
を
生
ん
で
お
り
、
規
制
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
規
制
の
可
否
を
検
討
す
る
、
あ
る
い
は
合
憲
性
の
立
証
強

度
を
確
定
す
る
た
め
に
、
そ
の
言
論
の
価
値
が
低
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
や
憲
法
学
者
等
が
、

「
価
値
の
低
い
言
論
」
と
い
う
概
念
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
こ
の
第
一
―
一の
場
面
と
思
わ
れ
る
。
S
e
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
 S
U
N
S
T
E
I
N
,
 su
p
'
 

r
a
 n
o
t
e
 1. 

価
値
の
低
い
言
論
に
関
す
る
合
衆
国
で
の
議
論
の
紹
介
と
し
て
は
、
岡
村
み
ち
る
「
表
現
の
自
巾
に
お
け
る
『
価
値
の
低
い
言
論』

(

1

)

ー

（二
）
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
八
三
号
二
七
頁

(-
九
九
七
）
、
八
六
号
七
三
頁
(
-
九
九
八
）
参
照
。

S
e
e
 e
.g
., 
S
U
N
S
T
E
I
N
,
 id., 

a
t
 1
9
7ー

2
0
7
.

（四

ニ
―-）

こ
れ
ら



(43) 

(44) 

阪
ロ
・
前
掲
註

(
7
)
七

一
頁
、
拙
稿
・
前
掲
註

(34)
参
照
。

S
e
e
 g
e
n
e
r
a
l
l
y
 F
r
e
d
e
r
i
c
k
 S
c
h
a
u
e
r
,
 T

h
e
 E
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 First A
m
e
n
d
m
e
n
t,
 in 

A
M
E
R
I
C
A
N
 E
X
C
E
P
T
I
O
N
A
L
I
S
M
 A
N
D
 H
U
M
A
N
 R
I
G
H
T
S
 

(
M
i
c
h
a
e
l
 lgnatieff
,
 ed
., 
2
0
0
5
)
.
 

(45)

特
に
形
式
的
次
元
の
合
衆
国
百
論
の
自
由
法
理
の
特
殊
性
の
意
義
と
わ
が
国
へ
の
含
意
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
註
(34)
参
照
。

(46) 

L. W
.
 SU

M
N
E
R
,
 T

H
E
 H
A
T
E
F
U
L
 A1も
T
目
O
B
S
C
E
N
E
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 ST
U
D
I
E
S
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H
E
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I
M
I
T
S
 O
F
 F
R
E
E
 E
X
P
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E
S
S
I
O
N
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8
-
5
0
 (
2
0
0
4
)
.
 

§
 の
音
字
味

で
の
比
例
性
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ル
ー
ル
帰
結
主
義
的

(rule
,
 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
s
t
)

な
費
用
便
益
計
算
が
要
求
さ
れ
る
。
言
論
の
自
由
に

お
け
る
ル
ー
ル
帰
結
主
義
に
つ
い
て
は
、

F
r
e
d
e
r
i
c
k
S
c
h
a
u
e
r
,
 T

h
e
 S
e
c
o
n
d
 ,
 
B
e
s
t
 First A
m
e
n
d
m
e
n
t
 "
 31
 W

M

 &
 M
A
R
Y
 L
 R
E
V
.
 1 

(
1
9
8
9
)
;
 
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 a
n
d
 Its 
C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s,
 

5
7
 
U. 0
 F
 T
O
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O
N
T
O
 L. J. 
7
0
5
 (
2
0
0
7
)
 
(
r
e
v
i
e
w
i
n
g
 S
U
M
N
E
R
,
 id.); 

A
L
E
X
A
N
D
E
R
,
 su
p
r
a
 

n
o
t
e
 3
7
,
 at 1

8
7

、
E
{パ
只
坤
坪
稿
・
苛
印
坦
翌
ヰ
i
(
3
2
)

今
多
昭
唸

(4
7
)拙
稿
•
前
掲
註

(
1
)「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
ニ
・
完
）
」

一
九
〇
し

一
九
六
頁
参
照

。

(48) 
S
e
e
 B
r
o
w
n
e
,
 su
p
r
a
 n
o
t
e
 3
0
.
 

(49)

前
掲
註

(23)
と
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
参
照
。

(50)

ア
メ
リ
カ
の
内
容
規
制
／
内
容
中
立
規
制
二
分
論
、
及
び
そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
厳
格
審
壺
を
わ
が
国
に
直
接
持
ち
込
む
べ
き
で
な
い
し
、

ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
「
厳
格
審
査
」
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
実
践
に
お
い
て
文
字
通
り
「
厳

格
」
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
り
、
日
本
の
違
憲
審
壺
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
多
く
の
内
容
規
制

が
認
め
ら
れ
る
「
例
外
範
疇
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
述
の
よ
う
に
、
害
悪
を
範
疇
化
し
、
そ
れ
に
比
例
す
る
規
制

手
段
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
立
ち
戻
っ
て
ア
メ
リ
カ
法
を
考
察
し
、
日
本
の
目
的
・
手
段
審
査
の
枠
組
み
に
応
用
で
き
る
部

分
を
選
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

(51)

も
ち
ろ
ん
、
目
的
・
手
段
審
査
は
法
令
審
査
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
分
析
枠
組
み
は
適
用
違
憲
審
査
に
も
、
民
事
不

法
行
為
の
違
法
性
判
断
に
も
応
用
し
う
る
。
適
用
違
憲
審
査
に
関
し
て
い
え
ば
、
あ
る
立
法
の
目
的
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
害
悪
範
疇
に
含
ま

れ
な
い
害
悪

（軽
微
な
害
悪
、
種
類
の
異
な
る
害
悪
等
）
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
言
論
を
、
当
該
立
法
の
規
制
対
象
と
し
た
場
合
に
、
違
憲
判
断
が

F
さ
れ
る
の
だ
と
説
明
で
き
る
。
民
事
不
法
行
為
に
関
し
て
も
お
そ
ら
く
前
提
と
な
る
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。
特
定
類
型
の
差
別
的
言
論
を
と
り

わ
け
違
法
性
が
高
い
も
の
と
評
価
し
、
そ
れ
に
対
し
て
高
額
の
損
害
賠
償
を
認
め
る
と
い
う
運
用
が
確
立
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
あ
る
言
論
が

関
法
第
五
九
巻
三
•
四
号

1
0
 

（四
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四）



そ
の
範
疇
に
入
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
高
額
の
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
憲
法
の
言
論
の
自
由
保
障
を
損
な
う
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
損
害
賠
償
額
が
比
例
性
を
欠
い
て
い
れ
ば
、
違
法
評
価
は
恣
意
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(52)

従
来
、
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
論
文
で
は
、
当
該
言
論
が
特
定
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
、
不
特
定
人
に
向

け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
区
分
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
こ
の
区
分
は
規
制
の
合
憲
性
を
論
じ
る
上
で
有
用
だ
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー

の
い
う

〖

段
階
／
二
段
階
の
区
分
も
同
時
に
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

極
め
て
侮
辱
的
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
を
、
標
的
と
な
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が

耳
に
す
る
こ
と
を
知

っ
た
上
で
、
専
ら
侮
辱
す
る
目
的
で
不
特
定
多
数
人
に
向
け
て
発
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
言
論
が
と
り
わ
け
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
で
あ
る
聞
き
手
に
直
接
害
悪

（精
神
的
衝
竪
、

苦
痛
、
恐
怖
感
等
）
を
生
む
と
い
う
点
で
は

一
段
階
型
だ
が
、
聞
き
手
は
不
特
定
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
聞
き
手
が
不
特
定
多
数
人
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
常
に
規
制
を
違
憲
と
す
る
の
は
容
易
で
な
い
こ
と
に
留
意
す
ぺ
き
だ

と
思
わ
れ
る
。

(53
)
 S
e
e
 A
L
E
X
A
N
D
E
R
,
 su
p
r
a
 n
o
t
e
 3
7
,
 at 190

—

93

. 

―
一
段
臨
5
型

の
圭
口
亜
心
を

J

犯
叫
っ

4
」
坦
況
制
呼
か
言
琴
躙
の
白
口
中
因
探
障
t

相

g
拠
を
揖
ゃ
な
う
つ
告
ぽ
険
が
十
八き
J

い
こ

と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
広
く
支
持
さ
れ
て
き
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
理
論
か
ら
も
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
S
e
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g
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n
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a
l
l
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 D
a
v
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4
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3
5
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1
9
9
1
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;
 T

h
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m
a
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c
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l
o
n
,
 A
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昭
唸

（
付
記
）
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
「
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
甚
盤
形
成
支
援
事
業

（平
成
二

0
年
度
ー
ニ
四
年
度
）

法

1

21世
紀
に
お
け
る
『
国
家
と
社
会
』
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
の
助
成
を
得
た
。

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
の
違
憲
審
査
の
構
造

.
0
三

（四

一
五
）

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と


